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第一回　土木工事写真コンテスト最優秀賞受賞作品『貫通』　森崎英五朗



第一回　土木工事写真コンテスト
　昨年募集をいたしました第一回土木工事写真コンテストの審査会を、去る３月４

日当マンスリーレポート編集委員会にて開き、入賞作品を決定いたしました。多数

のご応募を頂きありがとうございました。最優秀は表紙に掲載しております、寿建

設株式会社　森崎　英五朗様ご投稿の『貫通』に決定いたしました。森崎様には賞

金として五万円を進呈いたします。

　優秀賞・入選の作品は今後JCMマンスリーレポートにてご紹介させて頂きます。

　最優秀賞

森崎英五朗　寿建設株式会社 『貫通』

　優 秀 賞

宇田　毅　　株式会社桑原組 『人々の暮らしを支えるトンネル工事』

前納　裕　　朝日丸建設株式会社 『平成バベルの塔』

田代　大輔　東洋建設株式会社 『けあらしとグラブ浚渫船と渡り鳥』

山本　悌進　大栄建設株式会社 『ここからはじまる。』

　入選作品

阿部　雅弘　五洋建設株式会社 『ポンプ浚渫船、浚渫区域へ』

久保田貴春　りんかい日産建設株式会社

 『細島南沖防波堤上部コンクリート打設』

入山　哲男　株式会社　熊谷組 『山岳トンネルにスコーピオン出現！』

　　〃 『まだ見ぬまぶしい未来を見たくて！　

 築く、いつか家族と通る隧道（みち）』

佐野　司　　㈱宮下組 『あわてず急がず安全に！』

西澤　純　　株式会社NIPPO　中部支店 『世界遺産』

平田　学　　岩田地崎建設株式会社 『ダムの打設』

　　〃 『ダム湖に沈む三弦橋』

河合　豪　　宮坂建設工業株式会社 『押せ押せ、チョロブル…』
（敬称略）
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技術検定試験の受検資格の見直し

国土交通省土地・建設産業局建設業課

図１　若手入職者の減少と技術者の高齢化

表１　受検に必要な実務経験年数（土木、建築、電気工事、管工事、造園）

　建設業法（昭和24年法律第100号）第27
条に基づく技術検定は、施工技術の向上を
図るため、建設業者の施工する建設工事に
従事し又はしようとする者について実施し
ているものです。技術検定に合格した者
は、１級土木施工管理技士、１級建築施工
管理技士、１級建設機械施工技士等を名乗
ることができ、工事現場で技術上の管理を
行う監理技術者、主任技術者になることが
できます。
　技術検定試験の受検にあたっては学歴に

応じて一定の実務経験が必要となってお
り、例えば１級試験については大学指定学
科卒業後３年、短大・高専指定学科卒業後
５年、高校指定学科卒業後10年の実務経験
が必要となっております（表１）。

　近年、若手入職者が減少し、技術者の高
齢化が進んできており、建設産業の将来の
担い手となる若手技術者の確保が急務と
なっています（図１）。

学歴
実務経験年数

１級※ ２級
大学 指定学科卒業後 ３年以上 １年以上

短期大学・高等専門学校 指定学科卒業後 ５年以上 ２年以上
高等学校 指定学科卒業後 10年以上 ３年以上

２級合格者
２級合格後
５年以上

−

※ １級については、上記実務経験年数のうち、１年以上の指導監督的実務経験年数を必
要とする。
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　こういった状況を踏まえ、早期資格取得
に向けたインセンティブを与えて優秀な若
手技術者を確保する観点から、今般、主に
高校指定学科卒業者を対象として、技術検
定試験の受検資格の見直しを行いました。
　今回の見直しについては、平成25年７月
26日の中央建設業審議会・社会資本整備審
議会産業分科会建設部会第９回基本問題小
委員会における議論を経て、９月27日から
10月26日までパブリックコメントを募集
し、11月22日付けで関連する大臣告示を改
正したもので、平成26年度に実施される試
験から適用されます。詳細については、各
試験の受検の手引きや試験を実施している
試験機関のホームページ等でご確認くださ
い（表２）。

見直し内容
⑴　１級技術検定試験の受検資格の見直し
　１級技術検定試験を受検する場合、２級
技術検定に合格した者については、２級に
合格した後５年の実務経験が必要となって
います。今回の見直しでは、建設企業が若
手技術者に監理技術者に必要な技術力や指
導力を早期に習得させる取組みを評価し、
一定の要件を満たす実務経験を積んだ者に
ついては、早期に受検することが可能とな
るようにしました。具体的には、専任の監
理技術者の配置が必要な工事に配置され、
監理技術者の指導を受けた２年以上の実務
経験を含む場合には、２級技術検定合格後
に必要な実務経験年数を２年短縮し、全体

で３年の実務経験で受検することが可能と
なります（なお、従来要件となっている指
導監督的実務経験１年以上も引き続き必要
です）。また、高校指定学科卒業者で実務
経験のみで受検する者についても、同様の
経験を有する場合には、１級技術検定の受
検にあたり必要な実務経験年数を２年短縮
し、全体で８年の実務経験で受検すること
が可能となります。

⑵　２級技術検定の学科試験合格者の学科
試験免除の有効期間の延長

　２級技術検定試験のうち、土木、建築、
電気工事、管工事、造園の種目について
は、高校等の指定学科卒業者及び卒業見込
み者については、実務経験を積むことなく
学科試験を受検することが可能となってお
り、在学中に受検することも可能となって
います。その場合、学科試験に合格した後
の学科試験について、例えば、高校指定学
科卒業者については、高校を卒業後、６年
以内に行われる連続する２回が免除され、
実地試験を受検することができることと
なっていました。近年、進学する者が増加
しているような状況を踏まえ、資格取得の
意欲が高く、技術者に必要な技術力取得に
前向きである者について評価するために、
高校卒業後、大学等の指定学科に進学した
者について、その年数を２年延長すること
としました。また、同様に短大、専門学校
等の指定学科に進学した場合についても、
有効期間が延長されます。

表２　試験機関

種目 試験機関 URL

土木、管工事、造園 （一財）全国建設研修センター http://www.jctc.jp/

建築、電気工事 （一財）建設業振興基金 http://www.kensetsu-kikin.or.jp/

建設機械施工 （一社）日本建設機械施工協会 http://www.jcmanet.or.jp/jcma/
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建設技術者を目指す皆さんへ 

以下の表の区分に該当する者で、
専任の監理技術者の配置が必要
な工事で監理技術者の指導を受
けた２年以上の実務経験を積ん
でいる場合、受検に必要な実務
経験が２年短縮されます。 

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

○受検に必要な書類等は、各試験の「受検の手引き」でご確認下さい。 

○詳しくはこちらから 

お問い合せ先 

◆建設産業の将来の担い手となる優秀な若手技術者の確保のため、

平成２６年度の試験から以下の点について見直されます。 

【土木施工管理、管工事施工管理、造園施工管理】 
  一般財団法人 全国建設研修センター 
【建築施工管理、電気工事施工管理】 
  一般財団法人 建設業振興基金 
【建設機械施工】 
  一般社団法人 日本建設機械施工協会 

２級試験 
学科試験免除の有効期間

が延長されます！ 

ポイント ポイント 

高校等在学中に２級学科試験を受
検し、合格した者で、大学等に進
学した者を対象に、２級学科試験
免除の有効期間が延長されます。 

１級試験受検に必要な実務経験 

２級学科試験免除の有効期間について 

２年短縮 

 
TEL：042-300-6850 
 
TEL：03-5473-1581 
 
TEL：03-3433-1575 

＊２級の建設機械施工学科試験については、
在学中等に受検できないため対象外。 １～２年延長 

区分 現行
平成26年度
より

2級合格者 2級合格後5年 2級合格後3年

高校指定学科卒業者 卒業後10年 卒業後8年

区分 現行 平成26年度より

（大学指定学科進学の場合）

高校卒業後8年

（短大・高専指定学科進学の場合）

高校卒業後7年

短大・高専卒業者 短大・高専卒業後5年
（大学指定学科進学の場合）

短大・高専卒業後6年

高校卒業者 高校卒業後6年

１級試験 
２年早く受検可能に 

なります！ 
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平成25年の建設業における
労働災害の発生状況について

厚生労働省労働基準局安全衛生部
安全課建設安全対策室

主任技術審査官　釜石　英雄

はじめに
　最近の労働災害の発生状況をみると、全
産業での労働災害による休業４日以上の死
傷災害は、平成22年、23年、24年と３年連
続で増加し、建設業においても平成23年、
平成24年と２年連続して増加するという憂
慮すべき状況になっています。平成25年
は、死亡者数については全産業、建設業と
も前年を下回っていますが、死傷者数は速
報値では全産業が前年同期を下回っている
のに対して、建設業は前年同期を上回って
おり、このままでは３年連続の増加となり
かねない状況にあります。
　本稿では、平成26年１月７日現在の速報
値でみた平成25年における労働災害の発生
状況及び厚生労働省の対応状況を紹介した
いと思います。

１　平成25年の全産業及び建設業におけ
る労働災害の発生状況

⑴ 　休業４日以上の死傷災害の発生状況
（表１参照）

　労働者死傷病報告による平成26年１月７

日現在の全産業における平成25年の休業４
日以上の死傷者数は、105,747人で、前年
同期と比べると2,019人（1.9％）の減少と
なっています。
　建設業における休業４日以上の死傷者数
は15,762人で、前年同期と比べると136人

（0.9％）の増加となっています。

⑵　死亡災害の発生状況（表２、３参照）
　死亡災害報告による平成26年１月７日現
在の全産業における平成25年の死亡者数
は、955人で、前年同期と比べると、53人

（5.3％）の減少となっています。
　建設業における死亡者数は、324人で、
前年同期と比べると、30人（8.5％）の減
少となっています。
　次に、建設業における死亡災害を前年に
比べて減少数の多いものから順にいくつか
事故の型別に見ていくことにします。
　まず、はさまれ・巻き込まれによるもの
が18人となっていますが、24年の35人から
17人とほぼ半減（−48.6％）しています。
これを起因物別にみると、移動式クレーン

表１　休業４日以上の死傷災害の発生状況（平成24年及び平成25年）
速報値（平成26年１月７日）

業　種
平成25年（１月～ 12月） 平成24年（１月～ 12月） 対24年比較

死傷者数（人） 構成比（％） 死傷者数（人） 構成比（％） 増減数（人） 増減率（％）

全産業 105,747 100.0 107,766 100.0 −2,019 −1.9

建設業 15,762 14.9 15,626 14.5 136 0.9

（注）　１　労働者死傷病報告より作成したもの。
　　　２　「−」は減少を示す。
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が４人、整地・運搬・積込み用機械が３
人、掘削用機械が２人、高所作業車が３
人、トラックが３人等となっていますが、
車両系建設機械が５人と24年の11人から半
減（−54.5％）しており、特に掘削用機械
が平成24年の７人から平成25年は２人に減
少しています。これについては、平成25年
７月に施行された新たな解体用機械（鉄骨
切断機、コンクリート圧砕機、解体用つか
み機）に係る改正労働安全衛生規則等に
よって、意識が高まったという影響がある
とも考えられます。
　次に、おぼれについては、平成24年の11
人から平成25年は３人に減少しています

（−８人（−72.7％））が、作業中に海や川

に転落した災害が２人（前年５人）、潜水
作業中におぼれた災害が１人（前年５人）
となっています。
　墜落・転落については、平成24年の152
人から平成25年は146人に減少しています

（−６人（−3.9％））が、起因物別にみる
と、墜落・転落災害全体に占める割合の大
きい屋根、はり、もや、けた、合掌が45人

（前年41人）、足場が30人（前年24人）、は
しご等が16人（前年13人）といずれも増加
しており、これら３つの起因物による墜
落・転落災害の全体に占める割合は増加し
て、62.3％（前年51.3％）となっています。
　高温・低温物との接触は、平成24年の15
人から平成25年は11人に減少しています

表２　死亡災害の発生状況 　（平成23年、平成24年及び平成25年）
速報値（平成26年１月７日現在）

業 種
平成25年（1月～ 12月） 平成24年（1月～ 12月） 平成23年（1月～ 12月） 対24年比較 対23年比較

死亡者数（人） 構成比（％） 死亡者数（人） 構成比（％） 死亡者数（人） 構成比（％） 増減数（人） 増減率（％） 増減数（人） 増減率（％）

全産業 955 100.0 1,008 100.0 938 100.0 −53 −5.3 17 1.8

建設業 324 33.9 354 35.1 322 34.3 −30 −8.5 2 0.6

（注）　１　死亡災害報告より作成したもの
　　　２　「−」は減少を示す。
　　　３　「その他の業種」については別掲。

表３　業種、事故の型別死亡災害発生状況（平成24年及び25年）
速報値（平成26年１月７日現在）
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接
触

有
害
物
と
の
接
触

感
電

爆
発

破
裂

火
災

交
通
事
故
（
道
路
）

交
通
事
故
（
そ
の
他
）

動
作
の
反
動
・
無
理
な
動
作

そ
の
他

分
類
不
能

合
計

全産業
（25年） 251 30 8 56 54 73 125 5 1 23 36 18 5 11 2 8 211 4 1 26 7 955

全産業
（24年） 263 35 3 44 72 63 154 8 0 27 25 15 15 13 2 6 226 6 0 20 11 1,008

全産業
（増減）−12 −5 5 12 −18 10 −29 −3 1 −4 11 3 −10 −2 0 2 −15 −2 1 6 −4 −53

建設業
（25年） 146 9 3 20 35 27 18 3 1 3 11 4 2 1 0 2 32 2 0 4 1 324

建設業
（24年） 152 11 2 16 30 29 35 3 0 11 15 2 7 2 0 1 26 2 0 4 6 354

建設業
（増減） −6 −2 1 4 5 −2 −17 0 1 −8 −4 2 −5 −1 0 1 6 0 0 0 −5 −30
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（−４人（−26.7％））が、そのうち10人が
熱中症によるものです（前年は14人）。
　一方、前年より増加したものについて
は、道路上の交通事故が前年より６人増加
して32人となっています。また、崩壊・倒
壊が35人（前年は30人で５人（16.7％）増）
となっていますが、起因物が地山、岩石と
なっているものが19人で前年の９人から大
幅に増加（＋111.1％）しています。

⑶　重大災害の発生状況（表４、５参照）
　平成25年１月７日現在の全産業における
重大災害の件数は180件で、前年同期と比
べると、59件（24.7％）減少しています。
また、重大災害による死傷者数は1,021人
で、前年同期と比べると、236人（18.8％）
減少しており、うち死亡者数は43人で、前
年同期より５人（10.4％）減少しています。

　建設業における重大災害の件数は79件
で、前年同期と比べると、15件（16.0％）
減少しています。また、死傷者数は336人
で、前年同期と比べると72人（17.6％）減
少しており、うち死亡者数は17人で、前年
同期より４人（19.0％）減少しています。
　建設業における重大災害を事故の型別に
みると、交通事故によるものが55件で前年
の59件より４件（6.8％）減少しています。
次に多いのが倒壊で７件（前年６件、１件

（16.6％増加）となっています。交通事故
による重大災害が建設業全体の重大災害の
中に占める割合は非常に高く、平成25年は
約70％を占めています。

２�　建設業における死傷災害の増加に歯止
めをかけるための厚生労働省の取組

　建設業における休業４日以上の死傷災害

表４　重大災害発生状況（平成24年及び平成25年）
速報値（平成26年１月７日現在）

業　種
（平成25年1月～ 12月） （平成24年1月～ 12月） 増　減　数

件数（件） 死傷者数（人） 死亡者数（人） 件数（件） 死傷者数（人） 死亡者数（人） 件数（件） 死傷者数（人） 死亡者数（人）

全産業 180 1,021 43 239 1,257 48 −59 −236 −5

建設業 79 336 17 94 408 21 −15 −72 −4

（注）　１　重大災害報告より作成したもの。
　　　２　一時に３人以上の労働者が業務上死傷又はり病した災害事故について作成。
　　　３　「−」は減少を示す。
　　　４　被災者が属する業種が複数にまたがる場合には、主たる業種についてのみ計上している。

表５　業種・事故の型別重大災害発生状況（平成25年）
速報値（平成26年１月７日現在）

爆
発

破
裂

土
砂
災
害

落
盤

雪
崩

倒
壊

墜
落

ク
レ
ー
ン
等

交
通
事
故

火
災
・
高
熱
物

中
毒
・
薬
傷

電
気

海
難

そ
の
他

合
計

全産業
4 2 1 0 0 7 5 0 103 3 26 1 0 28 180

11 2 0 0 0 10 7 3 127 9 31 1 1 37 239

建設業
0 0 1 0 0 7 3 0 55 0 6 1 0 6 79

3 0 0 0 0 6 6 2 59 2 11 0 0 5 94

Ｈ25年
前年

（注）　１　重大災害報告より作成したもの。
　　　２　一時に３人以上の労働者が業務上死傷又はり病した災害事故について作成。
　　　３　被災者が属する業種が複数にまたがる場合には、主たる業種についてのみ計上している。
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は平成22年までは長期的に減少したもの
の、その後２年連続の増加となりました。
平成25年に入ってからは前年を下回って推
移していましたが、徐々に増加して平成25
年10月末時点では、前年同期比−0.3％の
12,745人と、前年とほぼ同じとなってしま
い、３年連続の増加となりかねない状況に
なりました。建設業を取り巻く環境をみて
も、公共工事の受注工事額が増加していた
こと、新設住宅着工戸数も増加していたこ
と、建設投資も増加していたこと等から、
厚生労働省では、工事の増加がそのまま災
害の増加につながることのないよう、対策
を強化することとしました。
　休業４日以上の死傷災害の内訳をみる
と、墜落・転落が34.9％を占め、次いで、
はさまれ・巻き込まれが11.1％、飛来・落
下が10.5％、切れ・こすれが9.6％、転倒が
9.5％となっており、これら多発している
災害の事故の型に応じた対策として次の６
点について、平成25年11月14日に各建設業
関係団体に安全課長から要請を行いまし
た。
　①　高さ２メートル以上の箇所での作業

時の手すり等の措置を講じた作業床の
設置の徹底及び作業床を設けることが
困難な場合の安全帯の使用の徹底

　②　はしご使用時の上部及び脚部の固定

等の転位防止の徹底及び昇降時の親綱
又は安全ブロック及び安全帯の使用の
勧奨

　③　車両系建設機械に接触するおそれの
ある場所や移動式クレーンの作業半径
内への立入禁止の徹底

　④　足場におけるメッシュシート、幅木
等の飛来落下防止措置の徹底

　⑤　木材加工作業における携帯用丸のこ
盤の使用作業従事者への安全教育を通
じた歯の接触予防装置等の使用の徹底
及び手工具の安全な使用の徹底

　⑥　凍結等により滑りやすい作業床、路
面等で作業する場合の耐滑性、屈曲性
に優れた作業靴の勧奨

　残念ながら、本年１月７日現在の平成25
年における休業４日以上の建設業での死傷
災害の件数は前年を上回っており、３年連
続の増加となる可能性が高くなっています
が、厚生労働省では、引き続き、元方事業
者による関係請負人の労働者を含む各建設
現場での統括安全衛生管理の徹底、足場か
らの墜落・転落防止措置の徹底、「より安
全な措置」の普及促進、足場の設置が困難
な屋根上等の高所作業での墜落防止措置

（適切な安全帯取付設備の設置）や墜落時
の衝撃が少ないハーネス型安全帯の普及を
図ることとしています。
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① はしご上部及びはしご脚部を固定等してください。
② 設置場所は安定した水平な場所にしてください。
③ 変形したはしごは使わないでください。
④ はしごのたてかけ角度は約75度にしてください。
⑤ はしごの先端の突出し長さは、
　 屋根軒先より60cm以上としてください。
⑥ 安全ブロックをはしごに取り付ける場合は、
　 台付けロープをはしご支柱に取り付け、
　 それに安全ブロックを取り付けてください。   

はしごの使用方法のポイント
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新技術活用システム（NETIS）の
最近の動向について

国土交通省大臣官房
技術調査課
林　利行

１．はじめに
　国土交通省では、有用な新技術の積極的
な活用を推進することで、公共工事のコス
ト縮減や品質向上を図り、新技術の更なる
改善を促進するための仕組みとして、平成
13年度からNETIS（新技術情報提供シス
テム）を運用している。NETISには、民
間企業等により開発された約4,500（平成
25年度）の新技術が登録されており、登録
時の情報に加え、平成18年度からは国土交
通省の現場で活用した評価結果について公
表している（図１）。
　新技術の活用率（新技術を活用した工事
件数を総工事件数で除したもの）は、平成
24年度では約40%となり、平成16年度以降
の統計で最大となるなど、NETISは新技
術の普及に寄与してきた（図２）。
　一方、NETIS登録技術の内、国土交通

省発注工事において活用され評価まで至っ
た技術は約20%にとどまるなど、民間で開
発された新技術の積極的な活用を促進する
ため、国土交通省ではNETISの改善に向
けた各種検討を行っている。
　本稿では、現行NETISの特徴と改善す
べき課題、今後の新技術活用のあり方など
について紹介する。

２．現行NETISの特徴と改善すべき課題
⑴　新技術の活用・評価を推進するための
従来の取り組み

　NETISは、平成13年度以降、登録時に
開発者から申請された技術情報に基づき運
用してきた。平成18年度より国土交通省の
現場において活用された技術について、当
該現場での活用効果調査を行い、一定件数

（通常５件）に達した時点で評価を行い、

図１　公共工事等における新技術活用システム（NETIS）

（図１）公共工事等における新技術活用システム(NETIS)
● 有用な新技術の積極的な活用を推進することで、公共工事のコスト縮減や品質向上を図り、新技術

の更なる改善を促進するための仕組みとして 新技術活用システムを構築（平成１３年度より）の更なる改善を促進するための仕組みとして、新技術活用システムを構築（平成１３年度より）。

● 民間等により開発された新技術を、新技術情報提供システム（NETIS）にて共有・広く提供するととも
に、公共工事等において積極的に活用・評価し、技術開発を促進していくためのシステム。

共 事等 お る新技術活

NETIS
（新技術のデータベース）

公共工事等における新技術活用システム
（ＮＥＴＩＳ利用者）
・発注者
施工者

（新技術のデ タ ）

登録技術数：約4,500件
技術概要（経済性、施工性、品質 等）

・施工者
・設計者

申請情報
評価情報

活用登録 事後評価（事前審査）

評価情報

録

民間等によ
る技術の
開発・

更なる技術
開発・改良

技術開発成

公共工事等
に関する、実
用化された技
術を申請 登

直轄工事等において、
施工条件に適した新
技術を活用
・年間約5,000件（H24の

活用結果により、技
術の成立性や活用効
果等を総合的に評価
・これまで約1,000技術の

試行申請型の
場合には、技
術の成立性や
直轄工事等に開発

実用化
技術開発成
果の普及

術を申請、登
録

場合)の直轄工事で活用
・活用延べ新技術数は、
年間14,224技術（H24の
場合）

評価情報（事前審査を含
む）をNETISに掲載

・評価の高い技術は、「有
用な新技術」に選定

直轄工事等に
おける活用の
妥当性を確認

技術のスパイラルアップ

新技術新技術活用の活用のインセンティブ：インセンティブ： 工事発注時の工事発注時の 総合評価総合評価方式での加点方式での加点
工事成績評定工事成績評定でのでの加点加点
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評価情報を公表するよう改訂した。
　また、新技術の積極的な活用・評価を促
進するため、平成17年度より入札契約の総
合評価方式において、施工者が新技術に関
する技術提案を行った場合に加点、平成18
年度より施工者からの提案により、直轄工
事で新技術を活用した場合に、工事成績評
定で加点措置を行っている。
　本加点措置の導入により、新技術活用が
推進され、平成24年度は施工者希望型（新
技術活用全体の約90%を占める）を中心に

約14,000技術（総工事件数約13,000、新技
術活用工事件数約5,000）が活用されてい
る（図３）。
⑵　未評価技術の活用が進まない
　一方、登録後国土交通省発注工事におい
て活用された技術は全体の約45%（約2,100
技術）、さらに評価まで至った技術は約
20%（約1,000技術）と、全体の活用技術数

（平成24年度の場合、約14,000技術）と比
較すると、特定の技術が繰り返し活用され
ていることがわかる。

（図２）新技術活用状況について

1.10技術

40%
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0.62技術
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(

%)
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技
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）

年 度

新技術活用状況（年度別）新技術活用状況（年度別）

新技術活用状況 H16 H17 H18 H19 H20 H21
H22

H23 H24

①総工事件数 14,764 13,748 12,648 13,453 14,435 15,051 12,227 13,444 12,910

②新技術活用工事件数※ 2,120 2,677 2,720 4,255 4,687 4,972 4,202 4,584 5,035

③活用延べ新技術数 2,827 3,763 4,063 6,501 8,879 10,381 10,124 12,226 14,224

②/① 新技術活用率 14.4% 19.5% 21.5% 31.6% 32.5% 33.0% 34.4% 34.1% 39.0%

1工事あたりの活用新技術数（③/①） 0.19 0.27 0.32 0.48 0.62 0.69 0.83 0.91 1.10

④活用新技術数
1 268 1 406 1 376 1 428 1 517

※ 新技術活用工事件数とは、新技術を1件以上活用した工事の件数

④活用新技術数
（同一技術の重複を含まない）

- - - - 1,268 1,406 1,376 1,428 1,517

図２　新技術活用状況について

図３　平成24年度　新技術活用方式割合

平成24年度 新技術活用方式割合

● 新技術の活用には大きく分けて４つの型※6があります。
各年度の活用延べ新技術数を活用型別にみると、以下の通りです。
「施工者希望型」（入札契約の総合評価方式における技術提案、又は契約締結後における施工者か
らの技術提案に基づき、施工者が新技術を活用する）の割合が、平成19年度以降増加しています。
「施工者希望型」 の４つの型に占める割合は平成24年度では89 9%となり平成23年度の86 8%に

70.0% 29.8%H19

「施工者希望型」 の４つの型に占める割合は平成24年度では89.9%となり平成23年度の86.8%に
比べ3.1%増加しました。

発注者指定型 施工者希望型 フィールド提供型試行申請型

18 7%

27.9%

42.2%

80 3%

71.9%

57.5%

H22

H21

H20

10.0%

13.0%

.

89.9%

86.8%

.

H24

H23

H22

10,391件件1,551件

12,788件件1,422件 14件 0件

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

※「公共工事等における新技術活用システム」の新技術の活用の型には、以下の4つがある。
●施工者希望型：
入札契約の総合評価方式における技術提案又は契約締結後における施工者からの技術提案申請に基づき、
施工者が新技術を活用する型。

●発注者指定型：
直轄工事における現場ニ ズ 行政ニ ズにより必要となる新技術を発注者の指定により活用する型直轄工事における現場ニーズ、行政ニーズにより必要となる新技術を発注者の指定により活用する型。

●試行申請型：
事後評価未実施技術を対象に、ＮＥＴＩＳ申請者の試行申請に基づき試行を行う型。

●フィールド提供型 ：
現場ニーズ等により、各地方整備局等により、各地方整備局等がＮＥＴＩＳ申請者から新技術提案の募集を行い、
フィールドを提供し、活用する型。

1

18 7% 80 3%
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　また、評価済み技術（約1,000技術）の
約半数は、評価までに４年以上かかってお
り、活用・評価に時間がかかっている。
　上記の原因として、特に未評価技術につ
いては、開発者の自己申告による情報や限
られた情報で技術を選定するなどリスクの
懸念があることが挙げられる。また、工事
において大きな効果をもつような工法であ
るほど設計段階での検討が必要であるた
め、施工段階での新規提案が難しいことな
どが挙げられる。
　活用調査結果に基づく評価において、特
定の性能や機能等に優れた技術を「有用な
技術」に位置づけているが、実際に現場の
運用を調べると、活用上位技術は必ずしも

「有用な技術」と一致しないなど、効果の

大きさに関係なく、施工段階から提案、活
用しやすい技術や活用実績が多く、既に普
及しているような技術を活用する傾向も見
られ、NETIS本来の趣旨である「新たな
技術の活用・評価を通して技術のスパイラ
ルアップ」が十分に図れていない状況が見
受けられる（表１）。
　以下では、これら課題を解決するため、
現在検討している新技術活用のあり方につ
いて紹介する。
　なお、平成25年度からは工事成績評定に
おいて、未評価技術を活用した場合はプラ
ス加点、さらにその活用効果に応じて加点
するよう配点方法を見直すなど、先行的に
実施している取り組みもある。

1 

●平成24年度の活用延べ新技術数14,224件のうち、活用件数上位20位の新技術は以下のとおりです。
平成24年度に最も活用件数が多かったのは、ユニット型の仮設昇降階段である「ラク２タラップ」でした。

その他に活用件数が多かった新技術は、コンクリート工に関する新技術や仮設工に関する新技術など
です。また、ランキングに占める技術のうち、60％の技術が震災ＮＥＴＩＳに登録されています。 

活用件数の多い新技術（平成24年度）  

平成24年度における新技術活用状況について 
 

活用件数の多い新技術（全ての活用型を含む） 

  有用な技術 震災NETIS 建設技術審査証明の取得 

ランキング20に占める割合 40% 60% 10% 

全登録技術に占める割合 8% 44% 6% 

各技術の占める割合（平成24年度）  
※1 有用な新技術とは 
●推奨技術：公共工事等に関する技術の水準を一層高めるために選定された画期的な新技術 
●準推奨技術：公共工事等に関する技術の水準を一層高めるために選定された画期的な新技

術で、推奨技術と位置づけるためには更なる発展を期待する部分がある新技術 
●設計比較対象技術：技術の優位性が高く安定性が確認されている新技術 
●活用促進技術：特定の性能又は機能が著しく優れている、または特定の地域のみで普及

しており、全国に普及することが有益と判断される新技術 
●少実績優良技術：技術の優位性が高いとの評価は得られているものの直轄工事等における実

績が少なく技術の安定性が確認されていない新技術 
※2 震災ＮＥＴＩＳとは 

新技術活用システム（NETIS）に登録された技術を対象として、震災復旧・復興に資する技術
をNETIS申請者より募り、広く情報提供することで、震災復旧・復興の現場における活用を支
援するサイトです。 

※3 建設技術審査証明とは 
民間において自主的な開発された幅広い分野にわたる建設産業における新技術の活用促進
に寄与することを目的として、開発された新技術を対象に技術審査を行い、その結果を客観的
に証明するものです。 

順位 NETIS登録番号 技術名 副題 工種 有用な技術*1 震災NETIS*2 建設技術審査証明の取得*3 

1 KT-010099-V ラク2タラップ 
ステップ一枚の傾斜角度を合わせるだけで、タ
ラップ全体のステップが一同に、合わさる新昇降
機材 

仮設工 設計比較対象技術 ○ － 

2 TH-070005-V 
カプセルプリズム型高輝度路
上工事用標示板(工事看板) 

路上工事用標示板向けカプセルプリズム型高輝
度再帰反射シート 

仮設工   ○ － 

3 KT-070054-V ジョインテックスCT-400 洗い出し不要の打ち継ぎ処理剤 コンクリート工 設計比較対象技術 ○ － 

4 KT-060150-V 
3次元設計データを用いた計測
及び誘導システム 

計測及び誘導システム 調査試験 
準推奨技術 
設計比較対象技術 

○ ○ 

5 KT-060093-V 「Orpheus」オルフェウス 
工事トータルソリューション&企業総合力強化シス
テム「Orpheus」オルフェウス 

その他 設計比較対象技術 － － 

6 KT-060068-V リンクプレート 建設現場用敷鉄板堅結安全止金具 仮設工 設計比較対象技術 ○ － 

7 KT-980368-V Qマット コンクリート用湿潤・保温養生マット コンクリート工   － ○ 

8 SK-040007-V ピカコン 
気泡抜き取り具及びフレッシュコンクリート表面仕
上げ方法 

コンクリート工   － － 

9 SK-080001-V 
塗布型高性能収縮低減剤「ク
ラックセイバー」 

コンクリート表層部収縮低減、水分逸散抑制によ
るコンクリート構造物のひび割れ抑制技術 

コンクリート工   ○ － 

10 KK-980055-V キャスポル 簡易支持力測定器 調査試験 活用促進技術 ○ － 

11 SK-080003-V 
コンクリートひび割れ低減用
ネット「ハイパーネット60」 

耐アルカリ性ガラス繊維ネットを用いたコンクリー
ト構造物のひび割れ低減技術 

コンクリート工   ○ － 

12 CG-060005-V アクアマットSタイプ 
コンクリート傾斜面および水平面用の湿潤養生
マット 

コンクリート工   － － 

13 KT-090046-V 
法面2号ユニバーサルユニット
自在階段 

ユニット型昇降設備 仮設工 
推奨技術 
設計比較対象技術 

○ － 

13 CB-100037-A 
軽トラック積載対応型屋外可搬
式トイレユニット 

車載トイレ 仮設工   － － 

15 HR-090009-A ソーラーLED電光表示板 太陽光発電によるLED電光表示板 付属施設   ○ － 

16 TH-040016-V ピタリング(簡易式体感マット) 

粘着固定無しでも簡単に設置でき、濡れ路面で
の使用も可能な簡易式体感マット。「9個連結型」
と、コンパクトな折り畳みが可能な「10個連結型」
の2タイプがある。 

道路維持修繕工   － － 

17 KT-090071-V オイルフェンス一体型発電機 
長時間運転する場合、別置燃料タンクなしで運転
し電力を供給できるエンジン発電機です。 

電気通信設備   － － 

18 KT-010204-V ジョイントエースJA-40 コンクリート打ち継ぎ面処理剤 コンクリート工 設計比較対象技術 ○ － 

19 TH-090017-A ニューネオソーラーⅡ 
ニッケル水素電池を使用した太陽電池式・同期シ
ステム機能付き道路工事用保安灯 

付属施設   ○ － 

20 CB-080028-V 
とまるくん(普通車用)・(大型車
用) 

道路工事現場での車両進入によるもらい事故防
止 

道路維持修繕工   － － 

表１　平成24年度における新技術活用状況について
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３．新技術活用のあり方
⑴　現場ニーズの高い分野における新たな
技術の導入・評価の加速化

　国土交通省では、平成25年度より老朽化
対策の一環として、非破壊検査技術等の点
検・診断技術について、NETISを活用し
て幅広く公募を行い、速やかに現場で活用
するとともに、NETIS上に設置する特別
サイトにおいて、点検・診断技術の活用状
況や活用結果を公表する取り組みを進めて
いる。このような取り組みを通し、現場へ
の導入可能性のある技術の掘り起こしや情
報共有等を図って行く（図４）。
　今後は、本取り組みを点検・診断技術以
外の分野に拡大することで、現場ニーズの
高い分野の新技術について、短期間での活
用・評価に取り組むとともに、設計段階な
どにおいて、これまで以上に評価情報が効
率的に活用されるよう、類似技術間の技術
特性を区別できるような評価方法の導入な
どに取り組んでいく。
⑵　他機関情報の有効活用
　現行NETISにおいては、登録された技
術のうち、国土交通省の現場で活用された
技術について活用効果調査を行い、一定件
数（通常５件）に達した時点で評価を行う
こととしている。
　一方、評価に至っていない技術の中に

は、他機関ですでに活用実績のあるものや
外部機関の証明等を取得しているものもあ
る。これら機関の評価方法や体制について
確認できた場合、これら情報を活用するこ
とで、国土交通省では未評価であっても、
高い活用効果が見込めるような技術につい
て積極的に国土交通省の現場で活用・評価
するような仕組みの導入について検討して
いく。

４．おわりに
　国土交通省では、有用な新技術の積極的
な活用を推進することで、公共工事のコス
ト縮減や品質向上を図り、新技術の更なる
改善を促進するための仕組みとして、平成
13年度からNETIS（新技術情報提供シス
テム）を運用している。
　本制度の趣旨に賛同し、登録・活用に取
り組んでいる新技術の開発者、施工者、設
計業者各位に感謝申し上げたい。
　国土交通省では、更なる効率的・効果的
な新技術活用を推進するため、今回紹介し
たような取り組み・検討を行っているた
め、開発者、施工者、設計業者各位におか
れては、引き続きご支援・ご協力をお願い
申し上げる。

（図４）現場への導入可能性のある技術の情報共有と現場での活用について

実用段階にありながら現場での導入が遅れている技術については、ＮＥＴＩＳ（新技術情報
提供システム）（※）等を活用し、公募した技術を現場で活用し、結果を公表することにより、
技術の更なる活用および技術の改善を促進
※NETIS(New Technology Information System)とは
民間等により開発された新技術をデータベース化し、HPでの公表を通し、広

く情報共有するとともに、公共工事等において積極的に活用・評価し、新技術
開発を促進していくためのシステム

[NETIS(フィールド提供型)の活用例]

＜新たな取り組み＞

１．非破壊検査技術等の点検・診断技
術を公募し、現場で活用

◆現場（地方支分部局 研究機関等）におい[NETIS(フィ ルド提供型)の活用例] ◆現場（地方支分部局、研究機関等）におい
てフィールドを提供

◆ＮＥＴＩＳ登録技術の他、民間等によ
る新技術等を幅広く対象

◆事前審査等の手続を簡略化し

民間等による新技術

公募

→従前の流れ
→新たな取組み

点検 診断は
◆事前審査等の手続を簡略化し、
迅速に活用

２．活用結果を公表

◆現場での活用効果調査結果（効果、

課題等）を公表

事前審査

現場での活用

NETIS

点検・診断サイト

点検・診断は
手続を簡素化

課題等）を公表

３．ＮＥＴＩＳに点検・診断技術専用サイト
（仮称）を新設

◆公募情報、活用結果等を専用サイ

現場での活用点検 診断サイト
（仮称） 《新設》

活用効果調査
（現場等）

トで公表する等、幅広く情報を共有

※既存技術について、別途検討

⇒Ｈ２５より逐次実施し、
その後も継続的に取り組み

評価
（評価会議等）

（現場等）
技術特性に
応じた調査・
評価の実施

公募情報・
結果の公表

（調査結果の公表）
その後も継続的に取り組み

（調査結果の公表）

図４　現場への導入可能性のある技術の情報共有と現場での活用について
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（一社）全国土木施工管理技士会連合会

１．はじめに
　今後、社会資本の維持管理を適切に進め
ていくには、当技士会会員の多くが所属す
る地方の中小建設会社の役割は大きい。
　しかし維持管理をきちんと担っていくに
は、維持管理の特殊性を理解した上で適切
な施工を行う必要がある。このための技術
図書の新規作成と講習を今後数年間で進め
ていくものである。

２．維持管理のための技術図書作成計画
　（案）
１）分野
　①「道路（舗装）」②「下水」③「河川」
④「橋梁（コンクリート橋）」の４分野を
対象に、平成25年度から順次、年間１分野
の図書を作成し、次年度からその図書を用
いた講習を実施する。平成25年度は、①

「道路（舗装）」に関する図書を既に作成中
であり、平成26年度に、その図書を用いた
講習を行っていくものである。
２）内容
　若い技術者向けの基礎編である。また、

「維持管理基礎講座」などとしてシリーズ
化して、一定レベルの基礎知識を学べるよ
うな内容になっている。
３）図書のページ数
　図書は、分野毎に各A4で100-150P程度
である。

３．維持管理のための講習計画（案）
　受講案内については、決定次第、JCM
ホームページに掲載（準備中）しますので
ご覧下さい。
　募集予定としては、平成26年７月以降を
考えている。

４．おわりに
　「国土交通省の社会資本メンテナンス戦
略小委員会の議論でも、構造物の点検・診
断や評価、設計、工事を適切に実施するた
めの技術者確保に向けた民間資格の活用
や、新たな資格、診断などの技術者で構成
する組織の創設の検討などを打ち出してい
る。」（25．11．25建設通信新聞記事より抜
粋）
　以上のことから、今後、中小建設会社も
含めた土木技術者に対し、維持管理の施工
や点検・診断についての基礎的知識を習得
する場を与えていくことで、維持管理専門
技術者の育成にもなるものと思われる。

社会資本の維持管理の講習と図書について
トピックス
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土木工事写真コンテスト
トピックス

　昨年募集をいたしました第一回土木工事
写真コンテストはおかげさまで81件のご応
募を頂きました。今回、当コンテストでは
土木写真家の西山芳一氏をアドバイザーに
迎えて審査委員会を行いました。
　厳正なる審査の結果、最優秀賞には寿建
設株式会社　森崎英五朗様ご投稿の『貫
通』に決まりました。森崎様の作品は本誌
表紙と当会ホームページにて紹介しており
ます。西山氏には各入賞作品に個別のコメ
ントも頂いております。そちらはホーム
ページに各写真とともに掲載しておりま
す。合わせてご覧下さい。

◦西山芳一氏　プロフィール
1952年　東京都大田区生まれ。
1975年　 東京造形大学デザイン学部写真学

科卒業。
写真集
2002年11月　「タウシュベツ」講談社
2003年３月　「水辺の土木」INAX出版
2013年10月　 「美しい土木・建設中」パイ 

インターナショナル
2013年11月　「UNDER CONSTRUCTION」
　　　　　　マガジンハウス

写真展他活動多数

◦西山氏　講評
　四半世紀にわたって土木施工をはじめと
して主に土木の写真撮影をしてきました
が、土木写真家は土木の優れた技術や迫
力、美しさなどを一般の方々に伝える役割
を担っていると思っています。この度、

「土木工事写真コンテスト」の審査に加わら

せていただいたことは、写真家だけでなく
土木関係の方々にも写真をもっと習熟し、
撮影していただき、より多くのすばらしい
土木写真を産み出し、発表できるお手伝い
ができると思い、嬉しい限りであります。
　さて、全体評に入りますが、コンテスト
初回にもかかわらず、81点という多数の応
募があったこと、そして橋、ダム、トンネ
ル以外にも港湾、土工などバラエティのあ
る現場の作品が集まったことに驚いており
ます。もっと驚くことは、前例が無いにも
かかわらず、何気ない日常の現場をうまく
切り取った作品や、中には写真技術を駆使
した作品も見られ、ほかで審査に携わって
いるコンテストよりも良い作品の割合が非
常に多いことです。発注者への提出写真な
ど日頃カメラや写真に親しみもあるので
しょうが、やはり、理工系の多い土木関係
の方々はカメラや写真が結構好きなので
しょう。今後が楽しみです。
　現場では普段見慣れてしまっている構造
物や重機などの風景は、一般の方々にとっ
ては非常に興味深い非日常の風景です。現
場内はシャッターチャンスの宝庫といって
も過言ではありません。あまり考えずに先
ず撮ってみましょう。昭和の時代には「な
るべく見せたくなかった土木」は、もはや

「見せる土木」に変わりつつあります。現
場を「見せる」ことが施工の正確さと現場
の安全とにつながるのです。わたくし共ど
も写真という手段を使って、もっともっと

「魅せる土木」にしようではありませんか。
期待しております。

土木写真家　西山 芳一
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どぼく川柳「JCMベスト川柳」の発表

トピックス

　川柳は読んで楽しいものであり、特定のテーマの川柳はそのテーマの共感を増やしま
す。またユーモアのある川柳は一般社会からの土木に対するイメージを高めます。こう
した背景から、当会では土木に関する川柳を2013年７月より募集、公開しています。
　2013年にご応募いただいた、236件のなかから「JCMベスト川柳」が一般投票により
決定いたしました。大賞の２名様には5,000円の図書カードをプレゼントいたします。

◆「JCMベスト川柳」受賞作品◆

JCM川柳大賞

じいちゃんの　ダムと親父は　同い年	 ばいなりい

《投票者のコメント》
歴史があります 
すごく愛着の湧く川柳だと思います。一番好きです。 
 建設業はこういう風に次世代に受け継がれていくのが一番の魅力だと強く思い
ます。素敵ですよね。 

復興の　タネ芽吹かせる　土を掘る	 帰潮庵

《投票者のコメント》
災害の集中した近年と建設業のかかわりをよく表した句だと思う。
まだまだ時間がかかるけど、土を掘るところから１歩ずつ頑張ってほしいです。
 建設業あっての復興です。一般の方々にそのような業界のことをもっともっと
理解していただけたら嬉しいです。PRが上手にできればいいのですが…。この
川柳、深いと思います。

優 秀 賞
マドンナも　ダンプあやつる　最前線	 きゅぽらの風
明日という　対岸に向け　橋が延び	 風来坊
砂場から　基礎を学んで　街造り	 きゅぽらの風
「工事中」　デートプランに　穴があく	 夏舟
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平成 26 年度  どぼく検定「技術」のご案内 
（どぼく検定「技術」は成績結果により CPDS ユニット付与） 

主催：（一社）全国土木施工管理技士会連合会（ＪＣＭ） 

 

■検定の概要   

  どぼく検定「技術」は、現場技術者向けの検定で施工管理の専門知識の力を計ります。  

 

本検定は、国家資格の施工管理の技術検定とは別の民間の検定です。 

                       

■検定日・検定会場 

 全国土木施工管理技士会のホームページから    http://www.ejcm.or.jp  

■お申し込み・受検料 （振込手数料は、申込者負担となります。） 

申込み方法 技 術 インターネット申込 

受検料 4,000 円 
3,000 円 

（各県等土木技士会会員）
http://www.ejcm.or.jp/new_doboku/doboku_kentei3.htm 

 

■出題範囲 

技 術 

Ａ問題 Ｂ問題 

分

類 

土木、コンクリート、基礎工、構造物、河川・砂防、道路・舗装、

ダム・トンネル、海岸・港湾、鉄道・鋼橋塗装、上・下水道、法令

測量、契約・設計、機械・電気、施工計画、建設機械、工程管

理、安全管理、品質管理、環境保全、建設副産物再資源 

出 

典 
対象：「1級土木施工管理技術検定試験」過去 10 ヶ年（平成 15 年～平成 24 年）の問題より 

 

■試験の概要  

 技 術 

問題数 Ａ問題：30 問 Ｂ問題：35 問   計 65 問 

開始時間 12 時 50 分～13 時 00 分  受検説明（10 分） 

試験時間 
13 時 00 分～14 時 30 分  Ａ問題（1時間 30 分） 
14 時 30 分～14 時 40 分  休憩・受検説明（10 分） 
14 時 40 分～16 時 40 分  Ｂ問題（2時間）     計 試験時間：3時間 30 分 

終了時間 16 時 40 分 （但し、試験開始後 30 分以降は退席可能とする。） 

 

・どなたでも受検可能ですが、どぼく検定「技術」は、1級土木施工管理技術検定学科試験程度の 

難易度となります。なお、問題Ａにおいては、選択問題はありません。 

・出題形式は、四肢択一で解答はマークシート方式です。 

・試験当日は、受検票（メール）、筆記用具（鉛筆、シャープペンシル、消しゴム）、をご持参下さい。 

・受検料納入後キャンセルの場合は、返金手数料として 1,000 円／人を差し引かせていただきます。 

・当日の欠席者には、受検料の払い戻しは致しませんのでご注意ください。 

・試験結果は、後日メールにてお知らせします。 

・どぼく検定（技術）の成績結果から、CPDS の加入者には、以下のユニット（形態コード 112）を付与します。 

  配点は 65 点満点 

   25 点以上～38 点以下  3 ユニット 

   39 点以上～51 点以下  6 ユニット 

   52 点以上～65 点まで  12 ユニット  

 ただし、どぼく検定「技術」（形態コード 112）は、年間取得ユニットが 12 ユニットを上限とします。 

 詳細につきましては、当連合会ホームページの「CPDS のガイドライン」を参照のこと。  
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　本書は「土木工事安全施工技術指針（平成21年改訂版）」

の解説として作成したものです。前版「平成13年度版土木

工事安全施工技術指針の解説」を基礎に、文章全般を更新

し、指針の改訂された部分や、平成21年６月改正の「労働

安全衛生規則（足場等）」などに対しては新しく解説を加

えております。

　発注者・設計者・施工者の方が土木工事全般の安全手法

を理解することにより建設工事の適正な施工が確保され、

一層の安全確保が図られますように是非、御活用ください。

土木工事安全施工技術指針の解説
平成21年　改訂版

会 誌 編 集 委 員 会 （敬称略　平成25年７月現在）

委　　員 ・ 幹　　事
委員長
委　員
（幹事長兼任）

委　員

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

高村　裕平　国土交通省　大臣官房技術調査課　建設システム管理企画室長

牧角　　修　国土交通省　大臣官房技術調査課　課長補佐
橋本　幸治　国土交通省　土地・建設産業局建設業課　課長補佐

岡本　弘基　国土交通省　水管理・国土保全局治水課　課長補佐

四童子　隆　国土交通省　道路局環境安全課　沿道環境専門官

野澤　良一　国土交通省　港湾局技術企画課　課長補佐
大川　　稔　農林水産省　農村振興局整備部　設計課

施工企画調整室　課長補佐

釜石　英雄　厚生労働省　労働基準局安全衛生部安全課
建設安全対策室　主任技術審査官

小輪瀬良司　国土交通省　関東地方整備局　企画部　技術調整管理官

石坂　弘司　東京都　建設局総務部　技術管理課長

委　員
　
委　員
（幹事兼任）

委　員

　〃

　〃

　〃

幹　事

　〃

山口　　勝　埼玉県土木施工管理技士会
技術顧問

諏訪　博己　東京土木施工管理技士会
〔前田建設工業㈱　東京土木支店営業第一部長〕

金香　成明　（一社）日本建設業連合会
〔鹿島建設㈱土木管理本部　土木工務部担当部長〕

阪口　　朗　（一社）全国建設業協会
〔飛島建設㈱建設事業本部土木事業統括部　土木企画Ｇ企画Ｔ課長〕

松本　勝也　㈳日本道路建設業協会
〔㈱NIPPO舗装事業本部　工事部工事課長〕

猪熊　　明　（一社）全国土木施工管理技士会連合会　専務理事
藤井　弘造　国土交通省　関東地方整備局

企画部　技術管理課課長

中村　光昭　神奈川県土木施工管理技士会
〔㈱松尾工務店　土木部　部長〕
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（会員の購読料は会費の中に含む）
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通巻第380号　JCMマンスリーレポート
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特集
　技術検定試験の受験資格の見直し
　平成25年度の建設業での労働災害の発生状況について
　新技術活用システム（NETIS）の最近の動向について

トピックス
　社会資本の維持管理の図書及び講習会について
　土木工事写真コンテスト講評
　どぼく川柳「JCMベスト川柳」の発表

募集
　どぼく検定

一般社団法人 全国土木施工管理技士会連合会
Japan Federation of Construction Management Engineers Associations（JCM）

〒102-0074 東京都千代田区九段南4丁目8番30号
アルス市ヶ谷3階

電話03-3262-7421/FAX03-3262-7424

技士会の

建設業全28業種の監理技術者が対象です

監理技術者講習監理技術者講習
インターネット申込受講料  9,500円
紙申込の受講料9,800円 （テキスト代・講習修了証交付手数料・消費税含む）

お申込みは、ホームページから
http://www.ejcm.or.jp

第一回　土木工事写真コンテスト最優秀賞受賞作品『貫通』　森崎英五朗

県 講習地 実施日

北
海
道

札　幌

平成26年３月11日㈫

平成26年４月２日㈬

平成26年６月６日㈮

平成26年９月26日㈮

旭　川
平成26年４月４日㈮

平成26年５月９日㈮

帯　広 平成26年４月18日㈮

青　森
平成26年４月５日㈯

平成26年９月20日㈯

東　京

平成26年５月16日㈮

平成26年７月18日㈮

平成26年９月26日㈮

県 講習地 実施日

山
梨 甲　府

平成26年４月17日㈭

平成26年６月27日㈮

平成26年９月18日㈭

富　山 平成26年４月10日㈭

福　井
平成26年４月15日㈫

平成26年８月５日㈫
鳥
取 倉　吉 平成26年６月24日㈫
島
根 出　雲 平成26年４月２日㈬

広
島

広　島

平成26年４月10日㈭

平成26年６月12日㈭

平成26年８月29日㈮

福　山 平成26年６月16日㈪

県 講習地 実施日

山　口
平成26年４月21日㈪

平成26年７月18日㈮

徳　島 平成26年４月19日㈯

香
川 高　松

平成26年４月19日㈯

平成26年７月19日㈯

愛
媛 松　山

平成26年４月15日㈫

平成26年６月24日㈫

高　知

平成26年４月９日㈬

平成26年６月14日㈯

平成26年８月23日㈯

宮　崎
平成26年５月13日㈫

平成26年８月４日㈪

どぼく検定
世界を作る土木の力を測定

技士会の

どぼく検定
世界を作る土木の力を測定

どぼく検定は、

１．幅広い方を対象に、土木について知っていただくための『どぼく検定（一般ネット）』を開設してあり

ます。検定は無料です。ただし『どぼく検定（一般ネット）』ではCPDS（継続学習）のユニットは取得

できません。

２．技術者を対象にし、技術力を図るための検定で、所定の点数で、継続学習（CPDS）ユニットが付与

される「どぼく検定（技術）」があります。

　本検定は、国家資格の施工管理の技術検定とは別の民間の検定です。
　平成26年度募集にあたって、平成24・25年アンケート結果より下記の内容を見直しております。
　①　受検料の値下げ
　②　受検時間の短縮

チャレンジしたい方はホームページ
 http://www.ejcm.or.jp/　講習・検定から！

CPDSのご登録をお持ちの方は、お申込
み時にご登録の番号を入力して下さい。
ユニットが自動的に加点されます。
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